
　　　企業
きぎょう

などで働
はたら

くようになってから、生活
せいかつ

面
めん

での問題
もんだい

で仕事
しごと

を辞
や

めてしまう人
ひと

がいるため、就労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

事業所
じぎょうしょ

　　などを利用
りよう

して就職
しゅうしょく

した人
ひと

に対
たい

し、仕事
しごと

を始
はじ

めたことでの生活
せいかつ

面
めん

の課題
かだい

に対応
たいおう

できるよう、事業所
じぎょうしょ

や家族
かぞく

との

　　連絡
れんらく

調整
ちょうせい

等
とう

の支援
しえん

を、一定
いってい

期間
きかん

行
おこな

うものです。

※１　就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

とは

※２　精神
せいしん

障
しょう

がいのある方
かた

にも対応
たいおう

した地域
ちいき

包括
ほうかつ

ケアシステムとは

　　　精神
せいしん

障
しょう

がいのある方
かた

が、地域
ちいき

の一員
いちいん

として安心
あんしん

して自分
じぶん

らしい生活
せいかつ

ができるよう、医療
いりょう

、障
しょう

がい福祉
ふくし

・介護
かいご

、

　　住
す

まい、社会
しゃかい

参加
さんか

、地域
ちいき

で精神
せいしん

障
しょう

がいのある方
かた

の生活
せいかつ

を全体
ぜんたい

で助
たす

け合
あ

うためのシステム。

H29.6.19　第
だい

１回
かい

計画
けいかく

検討
けんとう

部会
ぶかい

　資料
しりょう

３

第
だい

５期
き

障
しょう

がい福祉
ふくし

計画
けいかく

を作
つく

るための国
くに

の基本
きほん

指針
ししん

の見直
みなお

しについて

・就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

（※１）のための支援
しえん

について

・精神
せいしん

障
しょう

がいのある方
かた

にも対応
たいおう

した地域
ちいき

包括
ほうかつ

ケアシステム（※２）をつくることについて

１.基本
きほん

指針
ししん

について

●　「基本
きほん

指針
ししん

」とは、障
しょう

がいのある方
かた

への取組
とりくみ

に関
かん

する基本的
きほんてき

なことや成果
せいか

目標
もくひょう

などを定
さだ

めたものです。

●　北海道
ほっかいどう

と札幌市
さっぽろし

は、「基本
きほん

指針
ししん

」に当
あ

てはまるように、平成
へいせい

30～32年度
ねんど

の「障
しょう

がい福祉
ふくし

計画
けいかく

」を作
つく

ります。

２.今回
こんかい

見直
みなお

された「基本
きほん

指針
ししん

」の主
おも

なポイント

・障
しょう

がいのある方
かた

の地域
ちいき

での生活
せいかつ

を保
たも

ち、継続
けいぞく

する取組
とりくみ

を進
すす

めることについて

・障
しょう

がいのある子
こ

どもへのサービスを提供
ていきょう

する体制
たいせい

を計画的
けいかくてき

につくることについて

・発達
はったつ

障
しょう

がいのある方
かた

への支援
しえん

を一層
いっそう

充実
じゅうじつ

させることについて

・地域
ちいき

で共生
きょうせい

する社会
しゃかい

を実現
じつげん

するための取組
とりくみ

について



　・　福祉
ふくし

施設
しせつ

を利用
りよう

して、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

へ移行
いこう

した人
ひと

の数
かず

を

　　平成
へいせい

28年度
ねんど

の1.5倍
ばい

にする。

①　施設
しせつ

に入所
にゅうしょ

している人
ひと

が地域
ちいき

生活
せいかつ

へ移
うつ

る目標
もくひょう

について ④　福祉
ふくし

施設
しせつ

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
いこう

について

・　意思
いし

決定
けってい

支援
しえん

、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

の利用
りよう

を進
すす

めるための方法
ほうほう

などを考
かんが

えること。

３.平成
へいせい

32年度末
ねんどまつ

までの成果
せいか

目標
もくひょう

４.その他
た

の見直
みなお

し

・　障
しょう

がいのある方
かた

への虐待
ぎゃくたい

を防
ふせ

ぎ、家族
かぞく

や一緒
いっしょ

に住
す

んでいる人
ひと

に対
たい

して支援
しえん

すること。

・　難病
なんびょう

患者
かんじゃ

の方
かた

へ障
しょう

害
がい

福祉
ふくし

サービスのことなどをもっとお知
し

らせすること。

　・　平成
へいせい

28年度末
ねんどまつ

の時点
じてん

で施設
しせつ

に入所
にゅうしょ

している人
ひと

の

　　数
かず

を、平成
へいせい

32年度末
ねんどまつ

までに２％以上
いじょう

減
へ

らす。

　・　就労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

事業
じぎょう

を利用
りよう

する人
ひと

を、平成
へいせい

28年度
ねんど

の人数
にんずう

か

　　ら２割
わり

増加
ぞうか

する。

②　精神
せいしん

障
しょう

がいのある方
かた

にも対応
たいおう

した地域
ちいき

包括
ほうかつ

ケア

　システムをつくることについて。【項目
こうもく

の見直
みなお

し】

　・　一般
いっぱん

就労
しゅうろう

へ移行
いこう

する人
ひと

の割合
わりあい

が３割
わり

以上
いじょう

の就労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

　　事業所
じぎょうしょ

を全体
ぜんたい

の５割以上
わりいじょう

にする。

　・　このシステムを作
つく

るための、保健
ほけん

・医療
いりょう

・福祉
ふくし

　　関係
かんけい

者
しゃ

による話
はな

し合
あ

いの場
ば

を作
つく

ること。

　・　就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
しえん

を開始
かいし

してから１年後
ねんご

も継続
けいぞく

して仕事
しごと

を

　　続
つづ

けている人
ひと

を80％以上
いじょう

にする。【新規
しんき

】

③　地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

拠点
きょてん

等
とう

を整備
せいび

することについて ⑤　障
しょう

がい児
じ

支援
しえん

体制
たいせい

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せいび

【新規
しんき

】

　・　各市町村
かくしちょうそん

又
また

は圏域
けんいき

に少
すく

なくとも１つ整備
せいび

する

　　こと。

　・　平成
へいせい

28年度末
ねんどまつ

の時点
じてん

で施設
しせつ

に入所
にゅうしょ

している人
ひと

の

　　内
うち

、９％以上
いじょう

の人
ひと

が地域
ちいき

生活
せいかつ

に移
うつ

る。

　・　医療的
いりょうてき

ケア児
じ

支援
しえん

の協議
きょうぎ

の場
ば

をつくること

　　（平成
へいせい

30年度
ねんど

末
まつ

まで）。

　・　主
おも

に重症
じゅうしょう

心身
しんしん

障
しょう

がい児
じ

を支援
しえん

する児童
じどう

発達
はったつ

支援
しえん

事業所
じぎょうしょ

、

　　放課後
ほうかご

等
とう

デイサービスを少
すく

なくとも１つ確保
かくほ

すること。

　・　保育
ほいく

所
しょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
しえん

を使
つか

えるようにすること。

　・　児童
じどう

発達
はったつ

支援
しえん

ｾﾝﾀｰを少
すく

なくとも１つ作
つく

ること。

・　障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

を進
すす

めること。


